
新旧対照表（開発行為と宅地造成等に関する工事申請の手引き） 

改 正（令和７年７月１日） 現    行 

【 第 １ 編 】 

Ｐ．Ⅰ－２６ 

② 事前相談申請 

 この事前相談は、和歌山市において計画する開発行為等について、申請

者の利便及び開発許可等に関する事務処理の迅速化、合理化を図るための

ものです。 

なお、手引き等により明確に規定されている事項に関する確認を目的と

するものや、他部局に対する証明文書とすることを目的とするものは受付

できません。 

 

Ｐ．Ⅰ－３１、５４、７０、７３、７５～７９、８４、８６、９０、９２

、９５、１０１ 

（※全ての申請資料列挙に下記を追記又は既存文章の訂正：委任状関係） 

（許可・証明等申請の場合） 

 （注）申請手続きを第三者に委任する場合は、申請者の押印がある委任

状が添付されていなければ受付できません。 

（届出申請の場合） 

 （注）申請手続きを第三者に委任する場合は、申請者の押印がある委任

状が添付されていなければ受理できません。 

 

 

 

【 第 １ 編 】 

Ｐ．Ⅰ－２６ 

② 事前相談申請 

 この事前相談は、和歌山市において計画する開発行為等について、申請

者の利便及び開発許可等に関する事務処理の迅速化、合理化を図るための

ものです。 

 

 

 

 

Ｐ．Ⅰ－３１、５４、７０、７３、７５～７９、８４、８６、９０、９２

、９５、１０１ 

（※全ての申請資料列挙に下記を追記又は既存文章の訂正：委任状関係） 

 ※詳細は現行手引き各ページを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正（令和７年７月１日） 現    行 

Ｐ．Ⅰ－３２ 

② 事前協議申請 

ｘ）盛土規制法の手続き要否判定フロー 

 

Ｐ．Ⅰ－５４ 

別表１ 

１ 開発行為許可申請書 摘要欄摘要欄 

※印欄以外はもれなく記入のこと。 

※令和７年度から新様式です。 

 

４ 他法令等の手続状況調書 

参照Ⅰ－１８～２２ 

※市街化調整区域の場合は農林水産課が発行する農用地区域についての

確認書（原本）を添付すること。 

※令和７年度から新様式です。 

 

Ｐ．Ⅰ－５５ 

８ 設計説明書 

設計方針、土地の現況、利用計画、公共施設の整備計画等、必要事項を記入す

る。 

※令和７年度から新様式です。 

 

 

Ｐ．Ⅰ－３２ 

② 事前協議申請 

（ 新 設 ） 

 

Ｐ．Ⅰ－５４ 

別表１ 

１ 開発行為許可申請書 摘要欄摘要欄 

※印欄以外はもれなく記入のこと。 

 

 

４ 他法令等の手続状況調書 

参照Ⅰ－１８～２２ 

※市街化調整区域の場合は農林水産課が発行する農用地区域についての

確認書（原本）を添付すること。 

 

 

Ｐ．Ⅰ－５５ 

８ 設計説明書 

設計方針、土地の現況、利用計画、公共施設の整備計画等、必要事項を記入す

る。 

 

 

 



改 正（令和７年７月１日） 現    行 

１４ 開発行為施行同意書 

開発区域内の権利者の同意書（写し）、権利者本人を確認した資料（印鑑証明書

（原本）、住民票（原本）、個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）の写し 等） 

※自己所有地の場合は、上記いずれかの本人確認資料を添付。 

 

２３ 資金の裏付け 

残高証明、融資証明等当該開発行為を完遂する資力を有することを証す

る書類（原本） 

（※自己居住用に関する資料添付の有無） × 

 

３４ 設計図一覧表（目次） 

 各設計図の名称の一覧表を添付 

 

Ｐ．Ⅰ－６１～６２ 

別表２ 設計図 

土地利用計画図 

９ 開発区域外における工事の位置及び内容 

 

造成計画平面図 

５ 開発区域外における工事の位置及び内容 

 

排水計画平面図 

５ 開発区域外における工事の位置及び内容 

１４ 開発行為施行同意書 

開発区域内の権利者の同意書、権利者本人を確認した資料（印鑑証明書（原本）、

住民票（原本）、個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）の写し 等） 

※自己所有地の場合は、上記いずれかの本人確認資料を添付。 

 

２３ 資金の裏付け 

残高証明、融資証明等当該開発行為を完遂する資力を有することを証す

る書類 

（※自己居住用に関する資料添付の有無） ▲ 

 

（ 新 設 ） 

 

 

Ｐ．Ⅰ－６１～６２ 

別表２ 設計図 

土地利用計画図 

（ 新 設 ） 

 

造成計画平面図 

（ 新 設 ） 

 

排水計画平面図 

（ 新 設 ） 



改 正（令和７年７月１日） 現    行 

Ｐ．Ⅰ－７３～７４ 

② 変更許可申請手続（条例第３条） 

イ  開発区域を増加させるとき。 

(14) 公図（公図が混乱している場合、必要に応じて地番図を添付） 

(15) その他（法第２９条第１項申請図書のうち、変更に係る図書） 

 

 

【 第 １ 編 別 冊 】 

Ｐ．別－７ 

第１号 ２ 集落に居住する者の利用に供する公共公益施設 

該当事項 

①申請建築物は次に掲げる施設で、施設設置に関する所管部局の認可済み

、又は協議・調整が諮られたものに限ります。（次頁フロー図参照） 

ｱ 社会福祉法第２条に掲げる社会福祉施設で、周辺に居住する者等を対象

とした通所系、入所系のもの。 

 

 

 

 

ｲ 医療法第１条の５第２項に規定する診療所又は同法第２条に規定する助

産所。 

ｳ 学校教育法第１条に規定する学校のうち幼稚園並びに学校区域が明確な

小学校、中学校。 

Ｐ．Ⅰ－７３～７４ 

② 変更許可申請手続（条例第３条） 

イ  開発区域を増加させるとき。 

(14) 謄本 

(15) 公図（公図が混乱している場合、必要に応じて地番図を添付） 

(16) その他（法第２９条第１項申請図書のうち、変更に係る図書） 

 

【 第 １ 編 別 冊 】 

Ｐ．別－７ 

第１号 ２ 集落に居住する者の利用に供する公共公益施設 

該当事項 

①申請建築物は次に掲げる施設で、施設設置に関する所管部局の認可済み、又は

協議・調整が諮られたものに限ります。（次頁フロー図参照） 

ｱ 社会福祉法第２条に掲げる社会福祉施設のうち次のもの。 

ａ 児童福祉法第７条第１項に規定する保育所。 

ｂ 介護保険法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス事業の用に供する

通所系、入所系施設。 

ｃ その他主として周辺の居住する者等の利用する社会福祉施設と認められるも

の。 

ｲ 医療法第１条の５第２項に規定する診療所又は同法第２条に規定する助産所。 

ｳ 学校教育法第１条に規定する学校のうち幼稚園並びに学校区域が明確な小学

校、中学校。 


